
第十三号の三様式（第二十四条関係）

１ 無病地区
35センチメートル

輸出うんしゆうみかん栽培地標札
（無 病 地 区）

栽 培 地 番 号

栽 培 面 積

栽 培 本 数

申請者

（注意） この地区には, うんしゆうみかんの苗木及び接穂以外の
かんきつ類の植物の搬入をしないこと。

１メートル

備考 標札は, 白色の木製又は金属製であること。

２ 緩衝地区
30センチメートル

輸出うんしゆうみかん栽培地標札
（緩 衝 地 区）

無病地区との距離 メートル

申請者

１メートル

備考 標札は, 黄色の木製又は金属製であること。
（注）１ 無病地区とは, 輸出うんしゆうみかんが栽培されている地区をいう。

２ 緩衝地区とは, 無病地区の周囲における幅400メートルの帯状の地区を
いう。
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本様式･･･追加〔昭和43年10月農林省令61号〕、一部改正〔昭和49年10月農林省令46号〕 

旧13号の2様式･･･繰下〔昭和60年11月農林水産省令50号〕 


